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「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
と
本
質

l
lア
メ

y
カ
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
研
究
付
|
|

高

オ A

=;p 

貞

男

lま

し

古玉

き

ア
メ
リ
カ
白
一
九
宜
四
年
内
国
歳
入
法
が
、
こ
れ
ま
で
税
務
七
公
認
さ
れ
て

W
た
定
額
法
、
生
産
高
比
例
法
、
廃
棄
法
お
よ
び
定
額

法
の
償
却
率
の
一
・
五
倍
を
こ
え
な
い
償
却
率
に
よ
る
定
率
法
(
い
わ
ゆ
る
「
一
五

O
ベ
セ
ン
ト
定
率
法
」

1
「
非
常
に
制
限
さ
れ

た
定
率
法
」
)
以
外
に
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
角
谷
広
叶
mwH
ロ
8
5
2巳
5
ロ
)
と
総
称
き
れ
る
一
一
一
つ
の
減
価
償
却
法
1
i
M
W定
額

グ
プ
ル
・
レ
イ
ト

法
の
償
却
率
の
二
倍
を
こ
え
左
い
償
却
率
に
よ
る
定
率
法
(
い
わ
ゆ
る
「
二

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」

l
「
二
倍
定
率
法
」
)
、

ω

ァ
ザ

1
3
ν
シ
ス
テ
シ
ト

級
数
逓
減
法
、

ω耐
周
年
数
心
は
じ
め
の
三
分
自
二
白
期
間
に
ゐ
け
る
償
却
累
積
額
が

ωに
よ
る
そ
れ
を
こ
え
な
い
「
他
の
一
貫
し
た

マ
ル
テ
イ
プ
ル

(
具
体
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
「
複
合
定
額
法
」
、
「
生
産
高
比
例
法
」
な
ど

)
1ー
を
一
九
五
四
年
一
月

償
却
法
L

一
日
以
後
に
取
得
し
た
、
耐
用
年
数
三
年
以
上
の
す
べ

τの
償
却
資
産
に
た
い
し
て
公
認
し
た
こ
と
は
、
相
当
劃
期
的
な
こ
と
で
あ
る

ら
し
く
、
こ
の
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
陀
関
す
る
「
解
誹
L

た
ら
び
に
「
研
究
」
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
一
九
五
四
年
内
国
歳
入
法
の
議
会
通
過
後
い
ち
は
や
く
出
版
さ
れ
た
新
税
法
の
解
説
書
は
、
相
当
の
頁
数
を
「
急
涼
税
務

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
と
本
質

第
八
十

巻

第

号



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
と
本
質

第
八
十
一
巻

四

第

号

四

減
価
償
却
」
の
解
説
に
あ
て
る
と
共
に
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
追
加
公
認
に
、
よ
っ
て
償
却
法
選
択
の
自
由
を
与
え
ら
れ
た
納
税

，

ツ

グ

ス

ペ

ネ

ヒ

ッ

ト

タ

y
グ
叉
プ
ヲ

ν
コ
J
J

グ

者
が
最
大
白
税
務
上
白
利
得
を
う
る
に
は
い
ず
れ
の
償
却
法
を
選
択
し
た
ら
上
い
か
と
い
う
「
税
務
計
画
」
に
言
及
し
て
い
る
し
、

ま
た
、
新
税
法
の
解
説
書
よ
り
や
や
お
く
れ
て
発
表
さ
れ
は
じ
め
た
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
関
す
る
研
究
は
、

ω
「
急
速
玩
務
減

価
償
却
」
は
ど
白
ょ
う
在
影
響
を
ア
メ
リ
角
経
済
に
及
ぼ
す
か
、

ω企
業
会
計
は
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

て
会
計
上
白
処
理
・
報
告
を
す
べ
き
か
、
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
テ

1
7
に
と
り
く
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
二
つ
の
系
列
の
研

究
は
、
そ
の
問
題
意
識
が
相
異
L
て
い
る
こ
と
か

b
も
推
察
さ
れ
る
よ
ろ
に
、
ほ
と
ん
ど
別
々
の
論
者
に
上
っ
て
ゐ
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
い
わ
ば
「
会
計
社
会
学
」
的
研
究
と
も
い
う
べ
き
第
一
の
研
究
は
、
主
と
し
て
オ
ル
グ
l
・
ア
ダ
ム
ス
左

ア

カ

ウ

ν
タ

ν1p

ど
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
他
方
、
ウ
ィ

H
ヤ

l
F
・
F
・
ス
グ
ン

ν
ー
な
ど
の
会
計
専
門
家
は
、
第
二
の
「
会
計
学
」
の

立
場
か
ら
の
研
究
に
従
事
し
て
い
る
ご
と
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
場
合
、

い
る
が
、
右
の
よ
う
な
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
関
す
る
二
つ
の
系
列
の
研
究
の
総
括
的
紹
介
は
い
ま
だ
試
み
ら
れ
て
い
た
い
。
モ

己
て
、
こ
れ

b
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
独
立
の
論
文
の
形
を
と
っ
て
紹
介
す
ペ
く
、
ま
ず
筆
を
と
っ
た
む
が
本
稿
て
あ
令
。
た
だ
し
、
こ

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
紹
介
な
ら
び
陀
「
会
計
社
会
学
L

的
論
評
は
か
な
り
の
程
度
す
す
ん
で

の
よ
う
な
木
稿
の
目
的
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
は
じ
め
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
お
い
た
ち
ゐ
よ
び
モ
の
本
質
を
明
ら
か
に

し
て
お
い
た
カ
が
適
切
で
あ
る
と
思
い
、
本
稿
白
前
半
(
本
号
所
載
部
分
)
は
、
必
裂
な
か
ぎ
り
に
沿
い

τて
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
税
務

減
価
償
却
史
お
よ
び
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
本
質
論
に
つ
い
て
白
筆
者
の
研
究
白
要
約
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

注

ω
町
田
戸
足
富
社
。
通
有
V
J
3
n
p諸
国
崎
町
岩
♂

ω
p
r
E
J
H
U
E
E
∞
-Hl∞・
2
・
印
。
『
5
=
o
F
同
・
同
-
-
b
晶
司
呂
皇
室
喜
骨
三
宮

NhwhMA恥
円
。
昏

日
日
司
且
O
H
E
寸

m
M
H
S
E
E
-
E
f
同
Q
S
苦

言

込

塁

事

同
J

言
?
な
喜
ぬ
目
見
。
苦
言
。
円
。
凡
向
。
H
H
U
h
恥

Lur-]当
日
吋
白
山
畑
町
o
n
r
L
i・
kf

b
内

ib
話
。
ぬ
な
富
』
UCHN号
室
前
弘
司
事
。

H
U
九
日
恥
同
皇
室
室
内
。
民
会
ロ
o巳
2--op

し「

E
r
呂
田
・
町
・
円
四
日

FAH∞



ω
中
村
万
次
「
平
時
加
速
償
却
と
そ

1
タ
リ
テ
イ
・
デ
ィ
ス
パ
ー
ジ
豆
ン
し
、
企
業
会
計
、
昭
和
三
一
年
七
月
号
、
六
二

l
六
五
頁
、
八
月
号
、
七

有
|
八
一
頁
。
宮
士
銀
行
調
査
部
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
設
備
投
資
に
つ
い
て
」
、
調
査
時
報
、
一
二
一
年
九
月
号
、
=
一
四
三
六
頁
。

B
・
ア
γ

ノ
フ
「
第
二
次
大
職
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
固
定
資
木
の
減
何
償
却
」
、
経
済
の
諮
問
題
、
一
九
芥
六
年
六
月
号
、
ご
二
九
一
回
一
頁
(
抄
訳
、

中
ソ
事
情
、
=
二
年
八
月
一
一
四
日
号
、
一

O
ー
一
六
頁
)
、
そ
の
他
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
般
に
使
用
さ
れ
て
き
た
償
却
法
は
定
額
法
で
あ
り
、
石
油
業
の
油
送
管
以
外
に
は
定
率
法
が
使
用
さ
れ
た
事

例
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
白
よ
う
に
製
造
業
に
必
い
て
は
定
額
法
が
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、

九

年

以
前
に
お
け
る
定
額
法
K
よ
る
償
却
率
は
実
際
の
耐
周
年
数
よ
り
も
は
る
か
に
短
か
い
推
定
耐
周
年
数
(
自
民
自
己
a
E
4
2
p
m
w
H
巧
向
。

自己
n『

ω
H
5
2
q
F
E
R
E己
]
司
自
)
を
基
準
と
し
て
罰
算
さ
れ
て
い
た
と
と
に
注
意
し
左
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
耐
周
年

数
の
統
計
的
研
究
あ
る
い
は
完
全
に
償
却
済
と
な
っ
た
設
備
が
か
在
り
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
事
実
に
よ
ヮ
て
註
明
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
た
い
て
い
の
会
計
実
務
て
は
、
す
べ
て
の
機
械
に
た
い
し
一

O
%の
償
却
率
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
推
定
耐
用

年
数
一

O
作
、
残
佃

O
の
基
盤
ゼ
償
却
率
が
計
算
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
通
常
使
用
さ
れ
た
償
却
率
は
、
推
定
耐
用

年
数
二
一
午
、

年
数
は
、

残
価

O
を
基
準
と
す
る
八

-
M必
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、

こ
の
よ
う
な
償
却
率
が
使
用
さ
れ
た
設
備
臼
実
際
耐
用

一
O
年
よ
り
は
る
か
に
長
く
、

し
ば
し
ば
二

O
年
な
い
し
二
五
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
使
用

さ
れ
て
い
る
古
川
「
設
備
の
お
ゐ
く
は
帳
簿
上
完
全
に
償
却
済
と
な
っ
て
い
る

P
が
普
通
て
あ
ヲ
た
。
と
の
よ
う
な
製
造
業
に
お
け
る
減

価
償
却
実
務
は
、
耐
用
年
数
心
相
呉
る
段
階
に
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
ワ
た
償
却
率
を
使
用
す
る
「
複
合
定
額
法
」
の
特
殊
な
適
用
宏
司

onE

書
官
出
E
E
oロ
ミ
自
己
民
官
庁
旦
目
指
耳
ロ
日
自
且

zeで
あ
る
と
い
っ
て
も
差
し
っ
か
え
な
い
ぜ
あ
ろ
う
。
す
た
わ
ち
、
実
際
耐
用
午

「
急
速
税
務
減
仰
償
却
L

の
生
成
と
木
質

第
八
十
一
巻

主

第
一
号

五



「
急
速
税
務
減
仙
償
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成
と
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質

第
八
十
一
巻

ノ、

第

号

プミ

数
が
二

O
年
て
あ
る
設
備
を
は
じ
め
の
一

0
年
聞
は
一

ο必
の
償
却
率
て
、
つ
ぎ
の
一

0
年
間
は

O
Mの
償
却
率
て
償
却
す
る

l
!と

悼
う
と
形
容
矛
肩
と
在
る
が

l
l特
殊
な
「
複
合
定
額
法
」
が
普
及
し
て
い
ど
ん
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
上
う
な
特
殊
な
「
複
合
定
額
法
」
は
当
時
に
ゐ
け
る
税
務
上
白
償
却
法
と
し
て
も
ま
た
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

当
時
企
業
会
計
目
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
、
実
際
耐
周
年
数
よ
り
も
は
る
か
に
短
W
推
定
耐
用
年
数
を
基
準
と
す
る
償
却
率
は
、
ほ
と

グ
ツ
ク
ス
・
ヱ
グ
ザ
之
ナ
l

ん
ど
税
務
調
査
官
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
な
〈
税
務
会
計
目
的
に
も
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

出

ω
日
目
同
】
戸
開
・
]
し

P
D
且
司
。
3
0
P
M
U
-
-門
可

-
U吾
若
丸
民
邑
P

E
ぉ
・
廿
日
D

品

仰
の
日
耳
目
邑

Z
Z円。
F
N
E
F
H
V
・包
l
宮
、
巴
由
一
日
E

E・
円

F.、同
U
3
s
q
Q言
。
同
町
s
h
E
2
3
s
h
同
q言
。
ョ
ハ
ア
∞
旦
立
回
忌
日
ロ
・
譲
別
室
隆
訳

「
設
備
投
資
の
経
済
計
算
」
上
巻
、
昭
和
三
O
年
、
二

O
七
、
一
二
五
真
。

同
一
九
二
一
一
一
年
以
前
に
税
務
上
「
抱
合
定
額
法
」
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
税
務
訂
政
の
実
際
か
ら
み
た
主
張
で
あ
り
、
「
内

ザ
』
テ

4
v

国
歳
入
局
」
の
一
九
二
心
年
度
お
よ
ひ
一
九
=
二
年
度
の
「
公
一
市
F
」
に
お
い
て
「
複
合
定
翫
法
」
が
公
認
さ
れ
て
い

t
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

二
つ
の
「
公
示
F
」
に
お
い
て
は
「
定
額
法
」
を
意
味
す
る
用
語
以
外
の
も
の
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
〔
由
自
己
目
且

Z
0
3
0
P
E
子
司
日
弓
・
〕
。

ω
白
日
巳

E
品
図
。
見
。

P
S子
宮
》
U

P

N

H

∞
u
m
E耳、
N
Z
弘
・
訳
、
一
一

o
b頁。

一
九
コ
四
年
白
財
務
省
の
減
価
償
却
政
策
の
大
転
換
に
よ
り
、
納
税
者
は
納
税
申
告
書
に
用
い
る
定
制
償
却
率
が
償
却

資
産
の
実
際
耐
用
年
数
に
相
応
す
る
も
の
ぞ
あ
る
こ
と
に
対
し
て
挙
証
の
責
任
を
お
う
こ
と
と
た
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
反
田
か
ら
み

し
か
る
に
、

れ
ば
、
納
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
減
価
償
却
を
批
判
的
に
監
査
す
る
こ
と
を
す
べ
て
の
税
務
調
査
官
に
要
求
し
た
己
と
を
意
味
す
る
。

と
う
し
て
、
一
九
=
一
四
年
以
後
K
は
、
納
税
申
告
書
の
減
価
償
却
は
税
務
調
査
官
に
よ
っ
て
批
判
的
陀
吟
味
さ
れ
、
そ
の
一
部
否
認
つ

主
り
納
税
者
の
使
用
し
た
償
却
率
の
引
下
げ
が
一
般
に
お
こ
た
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
と
の
実
際
耐
周
年
数
の
線
へ
の
償
却
率
の
引
下
げ

l士

一
九
二
一
四
年
の
税
務
陪
査
に
沿
い
て
た
ん
に
-
時
的
に
て
は
友
〈
、
そ
白
後
約
十
年
間
に
わ
た
り
漸
次
k
b
こ
な
わ
れ
た
。
す
な



一
九
二
一
三
年
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
精
確

K
実
際
耐
用
年
数
を
反

映
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
い
く
つ
か
白
例
外
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
一
般
に
納
税
者
自
身
の
企
業
会
計
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
か
。

わ
ち
、
一
九
三
周
年
と
一
九
四
六
年
と
の
間
に
お

H
て
そ
れ
が
数
回
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
納
税
者
の
等
し
く
経
験
し
た
と

こ
ろ
で
あ
丸
。
そ
の
結
果
、
税
務
上
認
め
ら
れ
た
定
額
償
却
率
は
、

し
た
が
っ
て
、

一
九
三
四
年
以
後
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
会
計
目
的
の
た
め
に
と
も
に
実
際
耐
用
年
数
に
も
と
ず
く
「
定
額
法
」
が
漸

次
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
悼
え
よ
う
。

注
同
川
町
田
『
・

3
-
0
5
0
F
冨

-
F
出
品
3
2皇
室
喜
骨
、
苦
同
君
言
語
』
邑
。
H
H
M
M
?
F
守口

E
n
H
O同
k
z
s
E
Z宮
〕
百
回

4
F
3
2
-
3
呂田
J

昌

三

円

M
E
E
o
r
F
'
国
a
出
品
司
ロ
白
骨

3
2弘
司
E
言
向
、
同
N
b
E弘
吉
-H申
AHa-]vm》
・
忌
日
GU
日
EHMHnロ《
H
Z
O叶耳。
Hr
昌
弘
弘
訳
、
一
一
七
O
頁
。

パ
『
司
宮
司
四
Y
日
祖
国
S
E位。

b
も
2
0皇
室
、
-GHAH-
呂
田
什

3
・
HNiH2
』
m
g
m何回
F

4

4
・
F
J
b胃
N
2
5
h
国
主
吾
呂
町
名
高
S
Q問
昌
吉
譜

5
込
書
骨
、
日
匂
・
山
柚
恥

N
N
同

U
N
S
h
u
-
-
匂
m
H
匂
・
回
。
ロ
自
己

a
k
p
n
o
o
g
E
H
F
Z弓
L
O
R
]
q・
S
0・

ゆ
日
目
且
回
目
且

Z
O耳
目
』

ER--uHU・

s・
5
P
恒
三
由
自
己
-
s
R・
訳
二
O
七
頁
。

一
九
三
一
年
の
内
国
歳
入
局
「
減
価
償
却
の
肝
究
」
(
口
昌
2
2耳
目
回
目
冒
E
E
)
に
お
け
る
推
定
耐
用
年
放
と
一
九
四
二
年
度
内
国
歳
入
局
「
士
一
市

F
」
り
そ
れ
を
四
三
の
産
業
部
門
に
わ
た
っ
て
対
比
し
た
「
機
械
類
関
連
製
品
協
ム
己
(
宮
向
島
5
0
q
E且
〉
E
E
可
。
白
百
Z
F
Z
H
H
E
P
-
A
b
E
)

の
調
査
に
よ
る
と
、
調
査
資
産
項
目
一
一
、
七

0
0中
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
一
、
六
O
八
、
延
長
さ
れ
た
も
の
は
一
、
。
三
入
、
反
対
に
短
縮

さ
れ
た
も
の
は
わ
ず
か
に
五
凹
に
す
ぎ
な
か
っ
た
(
日
日
早
自
己

Z
。且。
P
号
ι
J
]
U
U
M
M
O
i
M
N
H
Y
そ
り
結
果
、
一
九
三
三
年
以
前
に
一
O
%

の
定
額
償
却
串
を
使
用
し
て
い
た
製
造
業
者
は
、
一
九
四
八
年
に
は
五
%
な
い
し
四
%
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
償
却
率
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
た
で

あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
(
白
自
己

ω問
山
田
。
且
。

P
E
R
H
J
司・

8
u
m
Eロ
F
ら
え
訳
、
一
一
O
じ
良
)
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
実
際
耐
用
年
数

の
線
へ
の
償
却
阜
の
引
下
げ
を
製
造
業
者
出
歓
迎
し
た
と
は
い
え
な
い
。
彼
等
は
、
内
国
歳
入
局
り
耐
周
年
数
推
定
を
反
駁
す
る
統
計
的
根
拠
を
し

め
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
内
国
歳
入
局
の
調
査
官
は
償
却
車
の
非
合
理
な
引
下
げ
を
お
こ
な
っ
た
と
苦
情
を
こ
ぼ
し
て
い
た
(
口

E
且
笹
口
晶
司
司

件。回・

"RRH4
司自
v・。口
11由

H・
NH日・)。

m
m
B
M
M
F
S弘
・
訳
、
二
O
七
、
二
二
九
頁
。

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
と
本
質

第
八
十
一
巻

七

第
一
号

七



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
主
本
質

第
八
十
一
巻

ノ1、

第

号

ノ¥

一
九
三
同
年
以
来
ア
メ
日
カ
の
税
務
減
価
償
却
会
計
の
傾
向
が
実
際
耐
周
年
数
を
基
準
と
す
る
「
定
額
法
」
に
向
っ
て
来
た
こ
と
は
、

以
上
に
白
ペ
だ
と
お
り
ゼ
あ
る
が
、
こ
の
主
う
た
傾
向
に
た
ゆ
吉
ず
反
対
し
て
き
た
企
業
グ
ル
プ
お
よ
び
そ
の
代
弁
者
は
、
佐
額
法

、
、
、
、
、

基
準
か

b
の
離
脱

2
8
m
w見
出
百
四
日
目
耳
目
戸
田
宮
ロ
ロ
O

耳
目
合
誌
)
の
理
由
を
民
間
投
資
促
進
D
た
め
の
グ
ッ
グ
ス
・
イ
Y

セ
ン
テ
ィ

ず
に
見
出
し
、
税
務
減
価
償
却
D
急
速
化
を
主
張
し
作
。
乙
白
上
う
な
減
価
償
却
の
急
速
牝
の
要
求
は
、
第
二
次
大
戦
中
、
大
企
業
が

「
五
カ
年
加
速
特
別
償
却
」
(
目
立
140白
〉
日
巴
耳
旦

a
k
r日
oaNpzoろ
に
本
来
と
も
な
っ
て
い
る
「
同
に
見
え
ぎ
る
補
切
金
」
を

手
に
入
れ
る
可
能
性
を
発
見
し
た
時
に
、
い
よ
い
よ
著
し
く
な
り
、
ま
た
、
治
指
く
の
記
録
が
し
め
し
て
い
る
工
う
花
戦
後
一
九
四
五

年
か
ら
一
九
五

O
年
に
か
け
て
、
企
業
グ
ル
ー
プ
お
工
び
そ
臼
代
弁
者
の
急
速
減
価
償
却
を
戸
安
求
す
る
た
弁
か
い
は
積
h

倒
的
に
お
し
す

す
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
「
ブ
t
y
y

キ
ン
グ
ス
協
会
」
の
ル
イ
月
・

H
・
キ
ム
メ
ル
は
、
そ
の
著
「
戦
後
租
税
政
策
と
企
業
拡
張
」

(
E
H
d位
言
、

ph』

u
a叫
q
H
宮
丸
岡

E潟
、
句
句
同
同
町
Q
B
E
p
u
w
H
2
u
)
に
お
い
て
、
戦
後
一

0
年
間
正
常
償
却
率
の
二
倍
の
償
却
率
を
認

め
る
こ
と
を
希
望
」
、
ま
た
、

「
ア
メ
リ
カ
全
契
約
者
連
盟
」
の
会
長
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
・
ミ
ャ

l
へ
y
F
は
、
一
九
四
五
年
上
院
歳
入
委

員
会
の
聴
問
会
の
一
席
上
に
お
い
て
、
戦
後
に
建
設
さ
れ
た
設
備
は
そ
の
取
得
原
価
の
半
分
を
耐
用
年
数
の
は
じ
め
一
白
四
分
の
一
の
期
間

に
(
取
得
原
価
の
の
こ
り
の
半
分
を
つ
ぎ
の
耐
周
年
数
の
四
分
の
三
り
期
聞
の
償
却
す
る
「
複
合
定
額
法
」
に
よ
っ
て
)
償
却
ナ
へ
き
で
あ
る
と
提

案
し
、
も
し
こ
の
一
家
が
承
認
さ
れ
た
な
ら
ば
、
戦
後
の
新
建
設
、
企
業
拡
張
へ

D
強
力
な
刺
戟
と
な
る
だ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
た
A

亡

の
よ
う
た
急
速
減
価
償
却
に
関
ナ
る
提
案
は
、
当
時
政
府
当
局
者
の
言
明
に
よ
っ
て
裏
付
け

b
れ

τい
た
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
て
は
実

現
せ
ず
、

一
九
四
六
年
八
月
二
八
日
の

「
全
国
住
宅
局
」

の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
ワ
イ
ヤ
ッ
ト
の
内
国
歳
入
局
長
官
へ
の
償
却
増
加
要
求



1
l復
員
軍
人
住
宅
建
設
促
進
の
た
め
「
復
員
軍
人
住
宅
計
画
」

D
も
と
に
建
設
さ
れ
た
貸
家
に
た
い
す
る
「
定
率
法
¥
耐
山
何
年
数
の

は
じ
め
の
?
1
年
間
だ
け
「
五
パ

l
セ
Y
ト
定
績
法
」
の
要
求
ー
ー
を
契
機
に
、
」
い
わ
ゆ
る
「
一
五

O
A
1
セ
Y
ト
定
率
法
」
が
認
め
ら
れ

た
に
す
ぎ
た
か
フ
た
(
八
月
三

O
日
付
内
国
歳
入
局
長
官
事
務
取
扱
シ
ャ

I
ウ

y
v
u
回
答
書
聞
は
、
貸
家
に
の
み
コ
走
。
パ
ー
セ
ン
ト
定
串
法
」

ル

ー

リ

ン

グ

を
認
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
が
、
そ
白
後
一

O
月
に
出
た
正
式
の
施
行
規
則
(
H
・
寸

ω巴
F
、
忌
怠
l
H
由

日

F
8
0
)
は
、
償
却
資
産

一
般
に
た
い
し
て
ご
五
O
A
1
セ
γ
ト
定
率
法
」
を
認
め
た
)
。
す
な
わ
ち
、
納
税
申
告
書
監
査
以
前
に
治
い
て
定
率
法
を
認
め
た
か
り
た
、

乙
れ
士
て
の
内
国
歳
入
局
の
減
価
償
却
政
策
が
、
己
己
て
部
分
的
に
修
正
さ
れ
た
わ
け
で
あ

h
o

注

ω
「三

0
年
代
の
長
い
不
況
。
問
、
民
間
投
資
は
加
速
〔
税
務
〕
減
価
償
却
の
採
用
に
よ
っ
て
刺
戟
す
お
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
見
が
く
り

m
え

L
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明
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守
二
宮
町
訂
吾
、
白
目
的
。
号
、
諸
君
主
回
O
B
Z
ロ
o
E
E
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O
P
H
E
W
F
F
3
p
n
o晶
話
器

-r仲
m
m
E
H
O
P

耳
目
巴
回
同
Z
P
H申
お
u
司

2
n
H件
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品
げ
司
口
日
ロ
仲

E
H門

H
Z
O円円。口二
zha]VHV・
u
d
p
u
a・

ω
政
府
当
局
側
か
ら
戦
後
不
況
対
策
の
↓
つ
に
急
速
減
価
償
却
を
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
九
四
回
牛
一

O
月
二
八

U
ν
カ
ゴ

に
お
げ
る
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
演
説
、
一
九
回
四
年
一
一
月
二
日
ニ
a
l
R
l
ク
に
お
け
る
副
大
統
傾
へ
ン
リ

1
・
A
・
ウ
ォ

I
レ
ス
の
演
説
、

大
統
領
特
別
補
佐
官
ハ
l
リ
l
・

L
・
ホ
フ
キ

γ
ズ
が
九
四
四
年
一
一
月
雑
誌
に
発
表
し
た
論
文
つ

R

吋
言
、
.
H
-
G
F
h
q
N
耳
目
宮
司
号
¥
.
K
H
自
司
お

E

Zω
間何回ロ
0・
出
0
4・M
H
E
P
日】
e
N
O
H
N「
)
、
戦
時
動
員
局
長
官
ジ
ェ
l
ム
ス

-
F
・
λ
l
ン
ズ
の
一
九
四
四
年
九
月
七
日
付
戦
前
復
帰
問
題
に
問

す
る
大
統
領
へ
の
報
告
書
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
(
日
日
再
自
民

Z
o且
u
p
京
子
]
恒
・
臼
自
国
i
U
8
・Y

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
主
本
質

第
人
十
一
巻

九

第

号

九



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
と
本
質

第
八
十
一
巻

Q 

第

号

O 

仙

仰

凹

O
R
6
E
W
H
M・
ロ
・
』
q町
、
守
司
、
且
邑
出
品
、
一
命

q
N
Q
R
2
2
nご
pmM33ぬ
Q
E弓
J

同町
S
U
R
N
S宮
句
国
見

aann
足
ミ
吉
弘
ミ
円
。
一
宮
町
邑
旦
百
一
F
】

E
Z巴

。同

K
F
R
E
E
s
q
-
H刊
号
事
呂
ι
F
S・
ロ
日

H
H
r
』
岳
町
回
口
問
Y
N町
民
・
・
唱
臼

u
f
大
蔵
省
主
税
局
編
「
米
英
H
耐
用
年
数
L

乙
減
価
償
却
」
昭
和
二

主
年
、
一
七
六
、
一
八

O
l
一
八
一
頁
。

減価償却方法別の未償却残高の取得価格に

対する比率の比較表(%)

耐周年数 20 年 10 年

償却方法 lIII][J百 1-1 I I ][ 1百

償却平 5% 17明| 附 112.5% 附 11明 12附 125%
。 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 95 92.5 90.0 87.5 90 85.0 80.0 75.0 

2 90 85.6 81目。 76.6 80 72.3 64.0 56.3 

3 85 79.1 72.9 67.0 70 61.4 51.2 42.2 

4 80 73.2 65.6 58.6 60 52.2 41.0 31.6 

経 5 75 67.7 59.0 51.3 50 44.4 32.8 23.7 

6 70 62.6 53.1 44.9 40 37.7 26.2 17.8 

7 65 57.9 47.8 ~9.3 30 32.1 21.0 B3 

過 s 60 53目6 43.0 34.4 20 27目2 16.8 10.0 

9 55 49目6 38.7 30.1 10 23.2 13.4 7.5 

10 50 45.9 34.9 26目3 。 ¥9.7 10.7 5.6 

11 45 42.4 31.4 23目。

年 12 40 39.2 28.2 20.1 (注)

13 35 36目3 25.4 17.6 1~定額法(残価~ 0) 

14 30 33目6 22.9 15.4 ][ =150%定率法(") 

数 15 25 31.1 20.6 13.5 ][ ~200%定率法(" ) 

16 20 28.7 18.5 11.8 耳 =250%定率法(") 

17 15 26.6 16.7 10.3 

18 10 24.6 15.0 9.0 

19 5 22目7 13目5 7.9 

20 。 21.0 12.2 6.9 

第 I表

こ
の
ご
五

O
ベ
l
セ
Y
ト
定

率
法
」
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
そ
れ
が
「
正
式
な
・
理
論

EF 的

言た
s 定

邑率
血 法
丹」

ロ モテ
8. 己
目 F

g 急
E 両
日。
⑦ 同

自白

Hzeて
は
な
く
、
そ
白
償
却

率
が
定
額
法
に
よ
る
償
却
率
の

五
O
%を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
「
非
常
に
制
限
さ
れ
た
定
率

法」

(
4
0
ミ
ロ
呂
町
汁
包
品
目
百
旨
同
i

g
F
R
O
E
a
F
0
6
て
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
制
限
の
あ

る
結
果
、
「
一
五

0
.ハ
セ
ン
ト

定
率
法
」
は
、
耐
用
年
数
の
前
半

に
ゐ
い
て
定
額
法
に
よ
る
よ
り
も



多
い
自
の
償
却
を
な
し
う
る
と
い
う
有
利
性
を
も
ワ
と
同
時
に
、
耐
用
年
数
が
つ
を
し
た
と
き
取
得
価
格
の
約
八

O
Mし
か
償
却
し
え
ず
、

結
局
約
二

O
Mの
残
高
を
未
償
却
の
ま
ま
の
乙
す
と
い
う
不
利
性
を
も
ワ
己
と
と
な
る
(
第
I
表
春
闘
)
。
そ
ζ

て、

y
ト
定
率
法
」
の
不
利
性
に
重
点
を
か
町
た
批
判
に
基
ず
さ
、
そ
れ
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
、

に
「
二
五

O
パ

セ

Y
T定
率
法
」
(
第
I
表
参
照
)
の
提
案
が
展
開
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、

「
一
五

O
パ
l
セ

「二

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
さ
ら

ユ

五

O
パ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
を
し

τ定
額
法
よ
り
も
一
周
患
い
も
の
で
あ
る
と
評
し
た
ず

7
1
0
一
一
ヤ
工
業
大
学

教
授
ポ
ー
ル
・

T
・
ノ
ト
ン
お
よ
び
「
一
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
は
魅
力
の
な
い
方
法
て
あ
る
と
き
め
づ
け
た
「
機
械
類
関
連

「一一

O
O
-ハ
1
セ
ン
ト
定
率
法
」
を
提
案
ぃ
、
ま

製
品
協
会
」
白
研
究
主
任
。
ョ

l
ジ
・
グ

l
ポ
ア
は
、
そ
れ
白
救
済
措
置
と
し
て
、

た、

「
一
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
は
、
耐
周
年
数
の
初
期
に
資
産
主
売
却
処
分
す
る
納
税
者
以
外
に
は
、
ま
コ
た
く
魅
力
の
な
い

も
の
で
あ
れ
、
こ
白
方
法
は
一
九
四
九
年
現
在
ほ
と
ん
ど
実
際
に
使
用
さ
れ

τ
い
な
い
と
の
ベ
わ
λ

グ
ン
ホ

l
F
大
学
教
授
ユ

1

0

「
二
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
を
所
得
税
目
的
の
た
め
に
認
む
べ
き
こ
と
を

主 Y
張 ・
し L
たU)・

0 夕、

ラ
y 

ト

は

そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
τ 

ω
「
一
五
心
パ

l
セ
ソ
ト
定
事
法
」
白
不
利
性
を
こ
と
に
強
調
し
て
、
そ
れ
は
納
税
者
に
刺
得
を
与
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
不
利
と
な
る

3
0回
目

12p

F
H品
・
・
唱
・
口
F
)
と
批
判
す
る
の
は
、
あ
き
ら
か
「
ニ

0
0
パ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
さ
ら
に
「
二
五

O
ハ
I
セ
γ

}

史
串
法
」
を
主
張
せ
ん
が
た
め

の
批
判
に
す
ぎ
な
い
。
と
の
よ
う
な
批
判
位
、
そ
の
有
利
性
を
軽
視
し
士
片
手
お
ち
の
批
判
で
あ
る
と
と
に
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
目
。
且
自
・
M
V
・
吋

-
U耳
目
3
5町
田
且

E
2
口
名
高
ロ
住
吉
』
宮
、
喜
幸
弘

ε
P
N
m
3
t
同
書
書
記
号
足
。
州
、

E
担
軽
P
E日
E
-
a〉
R
E耳
目

4
・

一「戸印日、・
H
m
hピ
]
V
-
u
h肝

』

パ

門

mw同
σ
O吋
明

F
邑相
RH

・
坦
坦
戸
島
由

H

明日・

タ
]
ポ
ア
は
す
で
に
、
一
九
四
七
年
一
一
月
白
下
院
歳
入
委
員
会
の
府
ト
に
お
い
て
、
耐
周
年
数
の
は
じ
め
の
三
分
。
二
白
期
間
に
南
得
原
価
の

全
額
償
却
を
お
こ
な
う
定
額
法
(
耐
用
年
数
の
あ
と
の
三
分
の
一
の
期
聞
の
償
却
半
は
0
と
な
る
特
殊
な
「
複
合
定
額
法
」
)
を
認
む
べ
き
で
あ
る
、

と
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
(
由
自
己
開
口
白

Z
E
E
P
志
子
宮
y
g
u
・
u詰
-Y

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
生
成
と
本
質

第
八
十
一
巻

第
一
号
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白山 (10) (9) 

日ロ凶ロ↓門

m
p
血
目
。
ュ
。
ロ
・

R

忠弘.、
]
U
U

旧日戸当日・

ロ
E
己
-
s
t
訳
、
二
二
九
頁
。

白
日
己
自
血

Z
o且
o
p
ま

n
r
s
z
p
u叶

F
句。

u白
目
ロ
「
聖
子
訳
、
二
一
一
九
耳
。

「
二
五
C
ハ

1
セ
ン
ト
定
率
法
」
の
主
張
は
、
グ
ラ
ン
ト
お
よ
び
ノ
l
ト
ン
の
共
著
「
減
価
償
却
」
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
共
著

は
グ
ラ
ン
ト
の
見
解
を
代
表
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ノ
ー
ト
γ
は
、
一
九
四
七
年
。
雑
誌
論
文
に
お
い
亡
「
二

C
C
パ
l

セ
γ
ト
定
率
法
」
を
主
張
L
て
い
る
し
、
ま
た
、
グ
ラ
ン
ト
は
、
そ
の
事
「
技
術
経
許
学
原
理
」
に
お
い
て
、
「
二
五
心
パ
l
セ
ゾ
定
率
法
」
を

主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

戦
後
一
九
四
七
年
か

b
一
九
四
九
年
に
か
け
て
民
間
し
た
減
価
償
却
の
急
速
化
を
要
求
す
る
運
動
は
、

一
九
五

O
年
に
朝
鮮
動
乱
を

契
機
と
し
て
「
五
カ
年
加
速
特
別
償
却
」
が
復
活
し
た

ιさ
、
た
し
か
に
成
功
を
あ
き
め
は
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
勝
利
は
あ
く
ま
で

部
分
的
な
そ
れ
で
し
か
ふ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ム
o

な
ぜ
な
ら

J

、
「
五
カ
年
加
速
特
別
償
却
」
は
、
ご
く
か
ぎ

b
れ
た
資
濯
に
の
み

選
択
的
に
適
用
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
時
限
的
た
制
度
合
色
白
去
、
♂
吉
田

3
2弓
ω吋
味
。
る
で
あ
ワ
た
か
ら
て
あ
る
。
モ
こ

ゼ
、
こ
白
ょ
う
た
も
の
に
満
足
し
た
か
ヲ
た
企
業
は
、
さ

b
に
、
種
々
な
浬
由
に
も
と
づ
い
て

J

い
す
べ
て
の
資
産
に
適
用
し
う
る
一
般

的
な
、
永
続
的
左
制
度
(
間
宮
司
己
、

]UOHHUZSHaω
吉
田
)
を
要
求
し
た
。
モ
の
た
め
、

「
急
速
税
務
減
価
償
却
と
い
う
棚
ポ
グ
利
得

(貯
ω円

gu内
調
口
件
。
1
0
開
σ
。
ロ
自
由
)
を
全
民
需
産
業
に
あ
よ
ほ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
投
資
を
刺
戟
す
る
」
た
め
モ
れ
を
恒
久
的
に
法
制
化

し
よ
う
と
し

τ、
議
会
内
て
ま
す
ま
す
大
き
な
陰
謀
が
沿
こ
た
わ
れ
」
た
。
己
の
場
合
、
大
企
業
と
中
小
企
業
と
亡
は
、
そ
の
要
求
の

重
点
の
お
さ
か
た
が
ち
が
っ
て
い
た
。

「
五
オ
年
加
速
特
別
償
却
」
の
思
惑
に
よ
く
し
な
か
っ
た
中
小
企
業
は
、

一
般
的
左
制
度
に
よ

っ
て
平
等
白
思
苦
悩
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
の
ぞ
み
、
他
方

一
九
五

O
年
以
来
「
五
カ
年
加
速
特
別
償
却
」
に
よ
っ
て
大
き
た
利
得
を
え

て
き
た
大
企
業
は
、
朝
鮮
動
乱
の
終
結
以
後
し
だ
い
に
特
別
償
却
の
適
用
を
う
け
る
「
緊
急
設
備
」
の
認
可
が
減
少
し
て
、
モ
の
た
め



特
別
償
却
の
効
果
が
う
す
れ
て
く
る
こ
と
、
ま
た
特
別
償
却
の
中
止
宣
言
が
近
き
こ
と
を
痛
感
し
、
そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
永
続
的

な
制
度
の
法
制
化
を
要
求
し
た
。

こ
の
よ
う
な
企
業
の
要
求
が
実
現
さ
れ
る
機
運
は
当
時
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
。
と
い
う
臼
は
、
朝
鮮
動
乱
の
終
結
と
同
時
に
局
間
を
あ

ら
わ
し
て
き
た
景
気
後
退
に
た
い
す
る
「
経
済
的
万
能
楽
」
と
し
て
民
間
投
資
拡
大
の
た
め
の
刺
戟
剤
が
求
め
ら
れ
て
い
た
時
期

ι企

業
の
要
求
は
適
合
し
て
い
た
か
ら
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
機
運
K
さ
さ
え
ら
れ
て
‘
企
業
社
平
時
に
ゐ
い
て
も
ま
た
、
戦
時
設
備
紘
張

の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
同
様
白
制
度
が
、
最
大
限
の
雇
傭
お
よ
び
生
産
主
保
証
す
る
に
充
分
友
だ
け
の
民
間
投
資
水
準
を
保
つ

た
め
必
要
な
こ
と
を
、
た
や
す
く
議
会
に
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
白
て
あ
る
が
、
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
企
業
の
要
求

が
そ
の
ま
ま
D
形
て
実
現
す
る
己
と
を
意
味
し
た
か
っ
た
。
企
業
の
利
害
に
同
情
的
て
あ
る
議
会
お
よ
び
大
企
業
の
代
表
者
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ

τい
る
財
務
省
は
、
さ
ら
に
、
歳
入
の
著
し
い
減
少
を
ひ
き
お
こ
さ
な
い
で

l
l公
衆
の
反
対
を
も
さ
け

1
l企
業
の
要
求

を
出
来
る
だ
け
満
足
さ
せ
る
制
度
を
考
案
す
る
こ
と
に
一
四
酬
を
左
や
ま
さ
ね
ば
左

b
在
か
っ
た
υ

モ
白
結
果
、
企
業
と
国
家
財
政
の
柑
矛

「一一

O
Oパ
l
セ

y
ト
定
率
法
」
お
上
び
「
級
数
逓
減
法
」
が
選
択
さ
れ
、

法
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
四
年
内
国
歳
入

盾
し
た
要
求
の
解
決
策
と
し
て
、

注
側

k
t
E
B
G
E品
目

E
F
ま
弘
、
司
唱
。
・

側
注
目
;
E
P
4
L
E
-
-甘・
2

「
五
カ
年
加
速
特
別
償
却
」
が
選
択
的
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
適
用
対
象
が
出
防
生
産
上
必
要
な
も
O
と
政
府
当
局
に
よ
っ
て
一
認

め
ら
れ
「
必
要
註
明
書
」
を
交
付
さ
れ
た
「
緊
急
一
設
備
」
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
時
限
酌
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ

之
は
、
そ
の
適
用
期
間
が
国
防
上
の
「
緊
急
期
間
」
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
こ
之
を
意
味
す
る
(
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論
」
、

経
済
論
叢
、
ヨ
二
年
七
月
号
、
一
一
九
|
一
二
四
頁
参
照
)
。
な
お
「
五
カ
年
特
別
償
却
」
の
差
別
的
・
大
企
業
重
点
主
義
的
適
用
の
詳
細
に
つ
い

「
急
速
税
務
減
却
価
償
」
の
生
成
と
本
質

第
八
十
一
巻

第

号
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と
本
質
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四

第

号

四

て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
と
反
独
占
論
」
、
会
計
、
三
一
年
一
一
月
号
、
一
一
七

l
一
一
一
一
利
一
頁
、
一
三
月
号
、
九
三
九
九
頁
、

事
照
。

川

間

口

H
・
同
巴
町
民
Y
巧
『
司
、

U
4高
丸
町
内

E
a
g
R四
日
F
G
~
也
九
山

AhHt雪
a
t
p
z
a室
内
。
F
E
R
E】
丘

町

M
Sロの
0・∞
4
r
z
g・
3
・

臼
旧
日

l
ω
N
∞・

伺

F
E臣
ロ
回
J

司
雪
同
2
s
o
ミ
S
札
口

ga--由良
L
】
吋
P
小
椋
広
勝
訳
、
昭
和
一
一
己
年
、
ニ

O
九
頁
。

湖
特
別
償
却
「
計
画
の
下
に
据
え
付
け
ら
れ
て
い
る
設
情
は
急
速
に
仲
び
て
一
九
五
二
年
に
は
七

C
億
ド
ル
に
遣
し

t
が
、
そ
の
後
減
少
に
転
じ
一

九
主
四
年
四

O
億
ド
片
、
一
九
五
五
年
三

O
億
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
五
年
暮
に
お
け
る
こ
の
計
画
に
よ
る
設
備
は
=
一

0
0億
ド
ル
を
こ
え
、

こ
の
内
承
認
さ
れ
た
額
は
約
五
分
由
一
一
で
あ
る
。
こ
の
計
画
に
よ
る
新
規
設
備
の
据
え
つ
け
は
な
お
行
わ
れ
て
い
る
が
、
世
界
的
な
平
和
気
通
と
共

に
次
第
に
適
用
額
が
減
じ
、
一
九
六

O
年
に
は
新
規
承
認
額
は
五
億
ド
ル
を
下
問
る
と
思
わ
れ
る
ロ
こ
の
た
め
適
用
を
う
け
て
い
る
資
産
額
も
現
在

徐
々
に
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
こ
数
年
で
五
年
を
経
過
し
た
資
産
が
急
増
す
る
た
め
そ
れ
か
ら
は
急
速
に
減
ず
る
も
の
と
瓜
わ
れ
る
。
」
(
富
士
銀
行

調
査
部
、
前
掲
、
三
四
頁
)

側
注
目
的

E
E
F
E
-
B
U
z
-
-

川

明

宮

R
官
予
冨
ロ

T
-
-
h
P
E
E
N喜
久

HU3百
円
時
宕
語
句
尽
き
司
王
者
同

E
R
3
5
R
a
p
-
o
Rロ
巴
。

H
E
E
R
0・ロ
-oPEg-]下
色

申

倒

hME目
ω
自
己
申
日
日
、
こ
史
子
回
以
・
由
ド
・

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
が
民
間
投
資
の
促
進
の
た
め
の
税
務
上
の
イ

γ
セ

Y
テ
イ
ず
と
し
て
機
能
す
る
と

H
う
の
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
、
そ
れ
が
新
た
に
設
備
を
建
設
し
た
企
業
に
た
い
し
税
務
上
の
利
得
を
与
え
る
己
と
を
意
味
す
る
。
て
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
税
務
上
の
利
得
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明

b
か
に
す
る
た
め
、
取
得
価
格
一
、

0
0
0ド
ル
、
耐
用
年

数
一

O
年
、
残
価

O
の
設
備
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
が
適
用
さ
れ
た
場
合
を
仮
定
し
、
モ
の
課
税
に
ゐ
よ
ぼ
す
影
響
を
定
額
法
と
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t在J この計算例は取得価格1.000ドノレ，耐用年数 10年，残冊。と仮定し

ているから，償却寧はそれぞれ(1)-10%.ω=20%.(日ト11ー経過年数
5"5 

となっている。 r200%定率法」の場合には耐用年数がつきたとき，取得

価格の約12%が未償却白主主残るので，この残額が耐周年数内に償却で

きるよう，いつにても定額連へ白切り換えCSwich)が公認されている。

このような事情を考慮1..-.この計算例では 6年目から r200%定率法」

を定額法へ切り換えている。なお，所得税制ま現行の町=÷としたD
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年間設備投資が同 の場合における累積

償却額白方法別比阪

i盗塁盟主資1三号Iする*贋盟主F血豆呈出土ブh)

観円高法望32EL鰹詰 (2)-(1)匝)-(1) I 

o I 0.0150 I 0.0300 I 0.0291 I 0.0150 I 札口141 I 

5 I 0.1650 I 0.2881 I 0.2985 I 0.1231 I 仏1335 I 

10 I O.3HiO I 0.4775 I 0.S242 I 0.1625 I 0.2092 

15 I 0.4650 I 0.6166 I 0.7062 I 0.1516 i 0.2412 
20 I止6150I 0.7186 I 0.8445 I 0.1036 I 0.2295 

25 Iι7650 I 0.7935 I 0且391I 0.0285 I 0.1741 

27 I仏8250I 0.8175 I 0.9648 I一日 0075 I 0.1391 

30 I 0.9150 I 0.8484 I 0.9901 I -0.0666 I 0.0751 

33 I 1.0000 I 0.8741 I 0.9907 I -0.1259 I -0.0003 

35 I 1.0000 I 0.8887 I 1.0000 1-0.1113 I 0.0000 

40 I 1.0000 I 0.9184 I 1.0000 1-0.0816 I 止し JOO

50 I 1.0000 I 0.9560 I 1.0000 1-0.0110 I 0.0000 

1口oI 1.0000 I 0.9980 I 1日000I -0.0020 I 止0000

無限 I1.0000 I 1.0000 I 1日000I 0.0∞o I 0.0000 

f注〕 この言|揮は，耐用年数337i羊，残価 Dの設備を前

提左しているので，償却車は(1)~ 3 %.白)ー 6%，

ω=3i缶旦となるロなお，この計算にはアメリカで

実務上使用されている half-yearconventionが採用

され ζいる。すなわち，或る年度に取得 Lた資産はす

べて期首と期末の中間点において取得したもりとみな

L，年度償却額の対を取得年度にチヤーヂするという

仮定で計算している。

(資料) Eisner. R.. Detγeαati叩 under曲eNew Tax 

Laω， Harvard Business Revlew， Jan-Feb.， 1955， 

p. 68 
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